
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  マイナンバーと源泉徴収                  

Ｑ：マイナンバー制度に係る源泉徴収事務

を行う場合、どのような点に注意が必要です

か？                                           

                                              

Ａ：個人番号と身元を併せて、本人確認を

しなければなりません。 

【解説】 

①マイナンバーの取得と本人確認 

源泉徴収義務者である会社は、平成28年１

月以後、従業員から従業員本人、控除対象配

偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記

載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告

書」を提出してもらわなければなりません。

そしてこの場合には、従業員等の個人番号の

確認と身元確認を併せて行い、本人確認をし

なければなりません。ただし、この場合、本

人確認を行うのは給与所得者本人のみで、控

除対象配偶者、控除対象扶養親族等の本人確

認は、給与所得者本人が行うことになります。 

②個人番号の記載の省略 

平成29年１月以後、会社が、以下の申告書

に記載すべき従業員本人、控除対象配偶者、

扶養親族等の個人番号その他の事項を記載し

た帳簿を備えているときは、従業員は、その

帳簿に記載されている者の個人番号をその申

告書に記載しなくてよいこととなりました。 

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 

・従たる給与についての扶養控除等(異動)

申告書 

・退職所得の受給に関する申告書 

(※)①から③の申告書の提出前に、これらの

申告書の提出を受けて作成した帳簿に限る。 
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